
 後期日程 

  

 

 

 

令和 3年度入学試験問題〔後期日程〕 

小論文 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     解答上の注意事項        

 

      1 「解答始め」の合図があるまで問題を見てはならない。 

      2  問題冊子のほかに解答紙 1枚と下書き用紙 1枚がある。 

      3 解答は横書きとする。 

      4 解答紙を提出すること。 

      5 問題冊子と下書き用紙は持ち帰ること。 
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【問】以下の文章は，「体罰」に該当するか否かが争われていた国家賠償請求訴訟について述べ 

   ています。これをふまえて，体罰か指導かの判断がなぜ難しいのか，また，あなた自身は体 

   罰と指導の違いについてどう考えるのか，800字以内で述べなさい。 

 

 

 

  公立小学校で，他の生徒や教員の足などを蹴って逃げた 2 年生の男子生徒を教員がつかま 

 え，胸元をつかんで壁に押しつけ，「もう，するなよ」と叱った行為が，学校教育法が禁止し 

 ている「体罰」に該当するか否か，が争われていた国家賠償請求訴訟で，平成 21 年 4 月 28 

 日，最高裁判所第三小法廷は，当該行為は「体罰」には該当しないとして生徒側の請求を棄 

 却する注目すべき判決を下した[判例時報 2045 号 118 頁。以下，「本判決」「今回の判決」と 

 いう ]。後述するように，この判決に対しては賛否両論ありうることが想像される。 

  戦後，日本国憲法の下で教育基本法，学校教育法を軸として形成された新しい学校制度は， 

 児童・生徒の教育を受ける権利及び人権保障を重視する立場から，教員に懲戒権の行使の可 

 能性を認めながら，体罰についてはこれを禁止している(学教法 11 条*注)。しかし，他方，教 

 育現場における実際の指導の場面にあっては，かなりの教職員ないしはその職場において， 

 「一切の有形力の行使」が許されないとは必ずしも考えられてこなかったふしがある(それど 

 ころか，場合によっては一定の「体罰」までもが必要と見なされ，あるいは「肯定」されて 

 いる部分すらあったのではないか)。事実，違法合法の問題はともかくとして，そうした「有 

 形力の行使」は数多くなされてきたと思われるし，したがってまた他方では，それらが「体 

 罰」に該当するか否かについて，多数の問題事例が呈示されてきたのである。 

 

 

 

  

  *注 学教法 11 条とは，学校教育法 第 11 条〔児童，生徒等の懲戒〕である。条文は下記の 

     通りである。 

  校長及び教員は，教育上必要があると認めるときは，文部科学大臣が定めるところにより， 

  児童，生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし，体罰を加えることはできない。 

 

 〔出典〕 長尾英彦「『体罰』概念の混迷」中京法学 44 巻 3•4 号，2010 年，より一部を抜粋。 

   (*注は，問題作成者が付加したものである。また，右の図版は，上記論文に挿入されていた 

    資料である。) 
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